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■
生
ご
み
た
い
肥
化
容
器
購
入
に
補

助
金
が
出
ま
す

　

市
で
は
、
生
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
を

進
め
る
た
め
、
生
ご
み
た
い
肥
化
容

器
の
購
入
に
補
助
を
し
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
購
入
金
額
の
２
分
の

１
で
す
。
な
お
、
購
入
前
に
申
請
が

必
要
で
す
。
詳
細
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
（
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
、
七
生
支

所
、
豊
田
駅
連
絡
所
、
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
�　

・
０
４
４

５８１

４
）

■
ド
ッ
グ
ラ
ン
の
利
用
時
間
が
夏
時

間
に
な
り
ま
す

　

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
利
用
時
間
が
７
月

１
日
�
〜
８
月　

日
�
午
前
９
時
〜

２０

午
後
７
時
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
８

月　

日
�
〜
９
月　

日
�
が
午
後
６

２１

１０

時
ま
で
、
９
月　

日
�
か
ら
は
午
後

１１

５
時
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

鎖
を
し
な
い
で
の
犬
の
散
歩
、
公

園
な
ど
で
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
飼
い
犬
の
糞
尿
は
、
飼

い
主
が
責
任
を
も
っ
て
始
末
し
ま
し

ょ
う
。　
　
　
　
　
（
環
境
保
全
課
）

 
■
後
期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度

・
保
険
料
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

対
象
は
、
６
月
ま
で
に
後
期
高
齢

者
医
療
の
資
格
を
取
得
し
た
方
で

す
。

▼
保
険
料

　

�
計
算
方
法
…
個
人
単
位
で
計
算

（
表
１
を
参
照
）
�
保
険
料
の
軽
減

ア
均
等
割
額
の
軽
減
…
同
一
世
帯
の

加
入
者
及
び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額

等
で
段
階
的
に
軽
減
が
適
用（
表
２

参
照
）、
イ
所
得
割
額
の
軽
減
…
東

京
都
独
自
の
制
度
で
す
。加
入
者
の

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�
�
�
��
�
�
	

「
旧
た
だ
し
書
き
所

得
」
が　

万
円
ま
で

５５

の
方
は
、
所
得
割
額

が
軽
減（
表
３
参
照
）

▼
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
へ
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
加
入
の
前
日
ま

で
被
用
者
保
険
（
国

保
・
国
民
健
康
保
険

組
合
以
外
）
の
被
扶

養
者
は
、
加
入
後
２

年
間
は
保
険
料
を
５

割
に
軽
減
※
４
〜
９

月
は
保
険
料
を
免

除
、　

月
〜
平
成　

１０

２１

年
３
月
は
均
等
割
額

１
割
が
か
か
り
ま

す
。
平
成　

年
度
は

２１

均
等
割
額
の
５
割
、

平
成　

年
度
か
ら
は
通
常
通
り
に
な

２２

り
ま
す
。

▼
支
払
い
方
法

　

�
年
金
天
引
き
の
方
…
４
月
か
ら

年
金
天
引
き
が
行
わ
れ
た
方
が
対
象

�
納
付
書
払
い
の
方
…
納
入
通
知
書

に
同
封
の
納
付
書
で
支
払
い
ま
す
。

▼
こ
れ
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
す
る
方

　

保
険
証
は
、
誕
生
日
の
前
日
ま
で

に
配
達
記
録
証
明
郵
便
で
お
送
り
し

ま
す
。
保
険
料
は
、
誕
生
日
の
属
す

る
月
か
ら
発
生
し
ま
す
。
保
険
料
納

入
通
知
書
は
、
誕
生
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ
〜
自
己
負
担
割
合
の

判
定
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
な
ど
で
受
診
さ
れ
る

際
、
所
得
の
状
況
に
応
じ
て
、
か
か

っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
３
割
の

一
部
負
担
金
を
お
願
い
し
て
お
り
ま

す
。
負
担
割
合
は
、
８
月
１
日
を
基

準
日
と
し
て
、
平
成　

年
度
住
民
税

２０

課
税
標
準
額
に
よ
り
判
定
し
ま
す

（
表
４
参
照
）。

　

判
定
の
結
果
、
負
担
割
合
な
ど
が

変
更
に
な
る
方
に
は
８
月
１
日
ま
で

に
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
で
負
担
割

合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

１９

表
５
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
、
申
請
に
よ
り
翌
月
か
ら
負
担
割

合
な
ど
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
収
入
額
の
分
か

る
書
類
を
持
参
し
（
平
成　

年
１
月

２０

１
日
現
在
市
内
在
住
の
方
で
市
民
税

あ
る
い
は
所
得
税
の
申
告
を
さ
れ
た

方
は
不
要
）、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
窓
口

で
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の
食
事
代

（
療
養
病
床
の
入
院
時
の
食
事
代
を

含
む
）
が
減
額
さ
れ
、
窓
口
で
支
払

う
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
も
減

額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
に
は
、申
請
が
必
要
で
す（
表
６

参
照
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
本

人
を
含
む
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
が
対
象
／
�
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
�
認
印
�
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
現
在
お
持
ち
の
方
の

み
）
�
平
成　

年
度
住
民
税
非
課
税

２０

証
明
書
（
平
成　

年
１
月
１
日
現
在

２０

市
内
在
住
の
方
で
税
の
申
告
を
さ
れ

た
方
は
不
要
）
�
申
請
書（
送
付
さ
れ

た
方
の
み
）を
持
参
ま
た
は
郵
送（
郵

送
の
場
合
�
〜
�
は
不
要
）。
な
お
、

認
定
書
は
後
日
郵
送
。
対
象
と
思
わ

れ
る
方
に
は
申
請
書
を
送
付

　
　
（
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
）

 
■
平
成　

年
中
の
所
得
が
減
っ
て
所

１９

得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
は
申

告
を
！
７
月
１
日
か
ら
申
告
受
付

　

平
成　

年
中
の
所
得
が
減
り
、
所

１９

得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
は
、

平
成　

年
度
分
市
・
都
民
税
を
税
源

１９

移
譲
前
の
税
額
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、

申
告
が
必
要
で
す
。

　

平
成　

年
度
市
・
都
民
税
の
合
計

１９

課
税
所
得
金
額
（
分
離
課
税
分
を
除

く
）
が
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の

差（
表
２
）の
合
計
額
を
超
え
、
平
成

　

年
度
市
・
都
民
税
の
合
計
課
税
所

２０

●自己負担割合判定基準 　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　表４
自己負担割合所 得 区 分平成２０年度住民税課税標準額

１割一　　般１４５万円未満の後期高齢者医療被保険者

３割現役並み所得者
１４５万円以上の後期高齢者医療被保険者また同じ
世帯の後期高齢者医療被保険者

●１カ月の医療費の自己負担限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表６

入院時の食事代
（１食当たり）

自己負担限度額（月額）
所 得 区 分

負担
割合 入院＋外来（世帯単位）外来（個人単位）

２６０円

８０，１００円＋（医療費が２６７，０００
円を超えた場合、超えた額の
１％を加算）※注３

４４，４００円
一定以上所得者

※注２
３割
※注１

４４，４００円１２，０００円一　　般

１割

２１０円
過去１年の入院期間が９０
日以下

２４，６００円
８，０００円

低所得Ⅱ
※注４住民税

非課税
世帯等

１６０円
過去１年の入院期間が９０
日超（確認書類が必要）

１００円１５，０００円
低所得Ⅰ
※注５

※注１後期高齢者医療被保険者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が
適用されます。

※注２一定以上所得者とは、住民税課税標準額１４５万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者
※注３過去１２カ月以内に４回以上老人保健・後期高齢者医療で高額医療費の支給を受ける場合（多数該当）の４回目からの限度額
は４４，４００円になります。

※注４低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方
※注５低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が０円（年金収入の場合には８０万円以下）の方

均等割額＝３７，８００円（世帯の所得により軽減あり）
所得割額＝｛総所得金額等－３３万円（基礎控除）｝×０．０６５６
年間保険料＝均等割額＋所得割額

表１●保険料の計算方法

総所得金額などの合計額均等割額軽減割合

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）以下の場合１１，３４０円７割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）＋（２４．５万
円×世帯主を除く被保険者数）以下の場合

１８，９００円５割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）＋（３５万円
×被保険者数）以下の場合

３０，２４０円２割

※公的年金所得がある方は、総所得金額などの合計額からさらに１５万円が控除されます

●均等割額の軽減 ※国の特別対策実施により変更の場合があります。

所得割額の軽減割合旧ただし書き所得（公的年金収入の場合）

所得割額を全額減額１５万円（公的年金収入１６８万円）まで

所得割額を７５％減額２０万円（公的年金収入１７３万円）まで

所得割額を５０％減額４０万円（公的年金収入１９３万円）まで

所得割額を２５％減額５５万円（公的年金収入２０８万円）まで

●所得割額の軽減 ※国の特別対策実施により変更の場合があります。

※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額などから３３万円を引いた金額です（ただし、
雑損失の繰越控除額は控除しません）

表３

●税源移譲時の所得変動に係る減額措置　　　　　表３

１８年（度）

１９年（度）

市・都民税

市・都民税市・都民税

市・都民税市・都民税 所得税非課税

所得税

所得税所得変動が
ない場合

１９年（度）

所得変動が
あった場合

平成１８年中
の所得に対
して課税

平成１９年中
の所得に対
して課税

税源移譲により増
額した市・都民税
（減額した所得税）

税源移譲により増額と
なった市・都民税相当
額が還付されます。

還  付

●対象者＜次の条件を両方満たす方＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 表１

○平成１９年度市・都民税の合計課税所得金額（分離課税分を除く）　＞　所得税との人的控除額の差の合計額

○平成２０年度市・都民税の合計課税所得金額（分離課税分を含む）　≦　所得税との人的控除額の差の合計額

●人的控除額の差　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 表２

差 額
市民税・
都民税

所得税所　得　控　除差 額
市民税・
都民税

所得税所　得　控　除

５万円３３万円３８万円

配偶者の合
計所得金額
３８万超４０万
円未満配偶者

特別控除

５万円３３万円３８万円一般扶養

扶　
　

養　
　

控　
　

除

１７万円５６万円７３万円一般扶養同居特別障害

１８万円４５万円６３万円特定扶養

３万円３３万円３６万円

配偶者の合
計所得金額
４０万以上４５
万円未満

３０万円６８万円９８万円特定扶養同居特別障害

１０万円３８万円４８万円老人扶養

２２万円６１万円８３万円老人扶養同居特別障害

１万円２６万円２７万円普通障害障害者
控除

１３万円４５万円５８万円同居老親

１０万円３０万円４０万円特別障害２５万円６８万円９３万円同居老親同居特別障害

１万円２６万円２７万円一般寡婦
寡婦控除

５万円３３万円３８万円一般配偶者
配
偶
者
控
除

５万円３０万円３５万円特別寡婦
１７万円５６万円７３万円一般配偶者同居特別障害

１万円２６万円２７万円寡夫控除

１万円２６万円２７万円勤労学生控除１０万円３８万円４８万円老人配偶者

５万円３３万円３８万円基礎控除２２万円６１万円８３万円老人配偶者同居特別障害

得
金
額
（
分
離
課
税
分
を
含
む
）
が

所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の
合

計
額
以
下
の
方
対
象
※
平
成　

年
中

１９

に
死
亡
、
海
外
転
出
な
ど
の
理
由
で

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
国
内
に

２０

居
住
さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
／
申
告
方
法
…
７
月　

日
３１

�
ま
で
に
平
成　

年
度
市
・
都
民
税

１９

課
税
の
市
区
町
村
に
申
告
。
申
告
書

は
、
市
役
所
１
階
市
民
税
課
、
七
生

支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で
配
布
、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
出
来
ま
す
。

（
市
民
税
課
）

■
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
「
口
座

振
替
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

　

口
座
振
替
は
、
納
付
期
限
の
日
に

指
定
口
座
か
ら
市
税
な
ど
が
引
き
落

と
さ
れ
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
な
く
大

変
便
利
で
す
。
８
月　

日
ま
で
に
市

３１

税
・
国
保
税
の
口
座
振
替
を
申
し
込

み
の
方　

人
に
抽
選
で
図
書
カ
ー
ド

３００

（　

円
分
）
を
差
し
上
げ
ま
す
。

５００

　

申
込
用
紙
は
市
内
金
融
機
関
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
※
金
融
機
関
の
窓

口
で
申
し
込
み
の
場
合
は
�
預
貯
金

通
帳
と
通
帳
印
�
納
税
通
知
書
の
用

意
を
。
ま
た
、
申
込
用
紙
は
郵
送
し

ま
す
／
納
税
課
管
理
係

●収入額による負担割合判定基準　　　　　　　　  　　　　 　（平成２０年８月１日より）表５

申請した場合の
一部負担金の割合等

平成１９年中の
収入額の合計

世　　帯　　区　　分

１割３８３万円未満同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が１人のみ
１割合算して５２０万円未満同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が２人以上

３割（自己負担限度額は
「一般」適用）

合算して５２０万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方１人の場合で
７０歳以上の方がいる場合※１

※１平成２０年８月から平成２２年７月までの経過措置

表２


